
日野市市制施行６０周年記念ロゴマーク使用要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、日野市市制施行６０周年記念ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という）

を使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（ロゴマーク） 

第２条 この要項においてロゴマークは次のとおりとする。 

 

（使用基準） 

第３条 ロゴマークは、その使用の目的及び内容が日野市市制施行６０周年記念事業の取

組の趣旨に即したものであれば、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用す

ることができる。 

（１）市の信用及び品位を損なう、又は損なうおそれがある場合 

（２）法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合 

（３）特定の政治、思想、宗教団体等の活動を支援し、又は支援していると誤解を与え、若

しくは与えるおそれがある場合 

（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という）第２条第２号の暴力団をいう）又は暴力団員（法第２条第６号の暴力団

員をいう）の利益になるおそれがある場合 

（５）自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合 

（６）別に定める利用方法に則って正しく使用しない、又は使用しないおそれがある場合 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合 

（使用時の手続き） 

第４条 ロゴマークを使用しようとする者（以下「利用者」という。）は、市が指定する応

募フォームに必要事項を記載して届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

（１）市が使用する場合 

（２）報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 

（使用後の報告） 

第５条 利用者は市が指定する報告フォームに使用した画像データ等を添付の上、報告し

なければならない。ただし、前条の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（報告したデータの市の利用） 

第６条 前条で報告したデータは個人情報を除き、市が日野市市制施行 60 周年に関する事

業で利用することがあることについて承認したものとする。 

（使用可能期間） 



第７条 令和５年１２月３１日までとする。ただし、使用した事業の報告や市長が認めた場

合はこの限りでない。 

（使用料） 

第８条 ロゴマークの使用料は、無料とする。 

（使用前手続きの変更等） 

第９条 第４条・第５条に規定する各フォームの届け出等に変更が生じた場合は、改めて同

じフォームから届け出、又は報告すること。 

（責任の制限） 

第１０条 ロゴマークの使用によって、利用者又は第三者に損害又は損失が生じたときは、

市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。 

（その他） 

第１１条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要項は、令和５年１月３０日から施行する。 

（失効） 

２ この要項は令和５年１２月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに利用した

ロゴマークに係るこの要項の規定は、同日後もなおその効力を有する。 


